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お問い合わせ先

■ 副所長（河川） 藤本 昌利 TEL : 076-443-4701 （代表）

■ 流域治水課長 吉田 和弘 TEL : 076-443-4715 （直通）

ふじもと まさとし

第７回 常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川
流域治水プロジェクト協議会を開催します

X(旧Twitter)等の映像・画像は報道資料として使用可能です。使用においてはクレジット表記をお願いします。

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
TEL ： 076-443-4701（代）

〒930-8537 富山市奥田新町２番１号
お く だ し ん ま ち

最新情報
はこちら

[YouTube][事務所HP] [X(旧Twitter)] [Instagram]

HP https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/

X(旧Twitter) https://ｘ.com/mlit_toyama

YouTube https://youtube.com/@mlit_toyama

Instagram https://www.instagram.com/mlit_toyama

よしだ かずひろ

昨今の水災害の激甚化や頻発化に備え、常願寺川・神通川・庄川・小矢部川流域に
おいて、国、流域自治体、企業等のあらゆる関係者が協働して流域全体で水災害を軽
減させる治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として取りまとめ、令和３年
３月に公表しました。
本プロジェクトに基づく各機関の対策実施状況を共有し、連携の促進および流域治
水の推進・深化を図るため、下記のとおり協議会を開催します。

＜留意事項＞

・報道関係者における協議会の取材（撮影）は、議事が始まるまでとさせていただきます。

１．開催日時 令和８年２月１７日（火） １０：３０～１２：００（１０：００ 受付開始）

２．開催場所 富山河川国道事務所 ３階 大会議室（ＴＶ会議システムを併用）

３．議 題 下記の通り

・規約の改正について

・流域治水プロジェクト２．０の更新（案）

・流域治水プロジェクト一覧表の更新（案）

・各機関の取組事例

・流域治水の自分事化について

・その他（情報提供）

４．構成機関 【別紙-１】参照

５．そ の 他 会議は公開とし、会議での配付資料等は後日、

富山河川国道事務所のホームページに掲載します。

＜前回までの開催状況は事務所ホームページより確認出来ます＞
https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/topics_detail_41_413_cece98b5b3982c7c4d1a
2f6c739b8349.html



【別紙-１】

常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川流域治水プロジェクト協議会

構 成 機 関

・富山市

・高岡市

・立山町

・舟橋村

・射水市

・小矢部市

・南砺市

・滑川市

・上市町

・高山市

・飛騨市

・白川村

・郡上市

・富山県

・岐阜県

・富山地方気象台

・北陸農政局

・富山森林管理署

・富山水源林整備事務所

・立山砂防事務所

・神通川水系砂防事務所

・利賀ダム工事事務所

・富山河川国道事務所（事務局）

オブザーバー

・富山県 危機管理局 防災課

・富山県 土木部 建築住宅課

・富山県 企業局 電気課

・岐阜県 都市建築部 都市政策課

・岐阜県 農政部 農村振興課

・岐阜県 農政部 農地整備課

・北陸電力㈱

・関西電力㈱

・電源開発㈱

・（一社）日本損害保険協会 北陸支部

・ＮＰＯ法人 富山県防災士会

・西日本旅客鉄道㈱ 金沢支社

・あいの風とやま鉄道㈱

・富山地方鉄道㈱

・万葉線㈱


